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帳票要件の標準について
○ 帳票要件とは、システムから出力する帳票・様式に関する要件を規定するものである。
○ 帳票には、(1)住民向けの帳票・様式（通知・証明書等）と、(2)職員向けの帳票・様式（確認のための一覧表等）がある。
(1) 住民向けの帳票・様式については、既に外部システムにおける仕様等で規定され、カスタマイズの主要因となっていない帳票・様式等を除いて、標準を定める。
(2) 職員向けの帳票・様式については、紙への出力を前提とするのではなく、ＢＩツール（意思決定を改善又は最適化するための情報へのアクセス、分析等を
可能にするアプリケーションをいう。）等を利用して画面で確認する等のデジタル化を原則とし、真に必要なものに限定して、標準を定める。
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【帳票要件の対象となる帳票】
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職員
※職員の手を介さずに、システムから
電子的に交付することも検討すべき
事項

交付

※画面等ではどうしても確認できない場合に限って出力できるようにすべき事項

職員
※マイナポータル・ぴったりサービスとの接続や、デジタルの申請情報を、職員の
手を介さずに、システムに自動入力できるようにすることを検討すべき事項

申請

※タブレット等で調査を行い、デジタルの調査情報
を、システムに自動入力できるようにすることを
検討すべき事項

【帳票要件の対象となる帳票（イメージ）】



帳票要件の標準として定めるべき事項
○ 帳票要件の標準は、(1)帳票ＩＤ、(2)帳票のレイアウト、(3)帳票の諸元表で主に構成する。
(1) 帳票ＩＤは、帳票の管理や電子的な交付等を行う際に利用する。統一的なＩＤの振り方については、デジタル庁が別途定める。
(2) 帳票のレイアウトは、標準化されていない場合にはカスタマイズの発生原因となるため、標準を定めることを基本とする。
(3) 帳票の諸元表は、データ要件の標準と整合性を保たなければならない。なお、二重管理を避ける等の観点から、データ要件の標準を
もってこれに代えることができる。

【帳票要件の標準として定めるべき事項】
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